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福島県災害対策本部から被災された皆様へ生活支援に関する

情報を随時提供してまいります。 

    
 

 

 

 

                          福島県災害対策本部福島県災害対策本部福島県災害対策本部福島県災害対策本部    

                                                                                                    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（火火火火）（）（）（）（第第第第５５５５報報報報））））    

 

 

 
 

（１）県に寄せられた義援金について  

義援金配分委員会の決定に基づき、福島県内の次の世帯に第 1 回義援

金の支払いを予定しています。 

① 配分対象世帯 

ア 平成２３年東北地方太平洋沖地震又はそれに伴う津波により、住家が

全壊又は半壊した世帯。 

イ 東京電力福島第一原子力発電所から３０ｋｍの圏内にある世帯（原子

力災害対策特別措置法に基づき避難又は屋内退避を指示された世帯） 

② 配分額  対象世帯１世帯当たり ５万円 

（①のアとイの両方に該当した場合でも５万円となります。） 

  

（２）日本赤十字社、中央共同募金会等に寄せられた義援金について 

  国の義援金配分割合決定委員会において、第１次の配分割合が次のとお 

り決定されましたのでお知らせします。 

① 配分対象世帯及び配分額 

ア 死亡・行方不明者 １人当たり ３５万円 

イ 住宅全壊（焼）  １戸当たり ３５万円 

ウ 住宅半壊（焼）  １戸当たり １８万円 

エ 原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯 １世帯当たり３５万円 

（①のイ及びウとエの両方に該当した場合には３５万円となります。） 

 

 ※ （１）、（２）ともに地震発生時にお住まいになっていた市町村を通

して支払われます。現在、各避難所へ申請書・返信用封筒
をお届けするよう準備を進めておりますので、お手元
に申請書が届き次第、手続きを行ってください。支払

確認が終了した市町村から順次支給が開始されます。 
 

【お問い合わせ先】 

    福島県社会福祉課：０２４－５２１－７３２２ 

１ 災害義援金について 

福島県福島県福島県福島県からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

福島県外福島県外福島県外福島県外のののの避難所避難所避難所避難所のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ    
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避難している皆様の住宅対策として、県内において「応急仮設住宅の供給」

「民間住宅の借上げ」「公営住宅空家の提供」の３つを実施します。 

お問い合わせは、避難前に居住していた市町村窓口までお願いします。 

※４月１９日現在、県内で仮設住宅等の募集をしている市町村 

市町村名 電話番号 区  分 募集期間 

福島市 ０２４－５２５－３７５７ 借上げ住宅 ４月７日～４月末日 

白河市 ０２４８－２２－１１３５ 応急仮設住宅 

借上げ住宅 

４月５日～２０日 

富岡町 ０２４－９４６－８８１３ 借上げ住宅 ４月６日～ 

須賀川市 ０２４８－７５－１１１１ 応急仮設住宅 ４月１５日～２４日 

西郷村 ０２４８－２５－１１１７ 応急仮設住宅 ４月１３日～２０日 

南相馬市 ０２４４－２３－７６３５ 

０２４４－２３－７６３７ 

０２４４－２３－７６３８ 

０２４４－２３－７６４２ 

応急仮設住宅 ４月１５日 

～５月６日 

国見町 ０２４－５８５－５５２０ 

０２４－５８５－２６７６ 

応急仮設住宅 ～４月１９日 

矢吹町 ０２４８－４２－２１１２ 応急仮設住宅

町営住宅等 

４月１５日～２２日 

浪江町 ０９０-１７１０-８４６８ 

０９０-１７１０-８４３６ 

０９０-６０６４-２８５３ 

０９０-６０６４-２８７５ 

０９０-６０６４-３７８５ 

０９０-６６０３-２０２３ 

０９０-６６０３-２２８０ 

０９０-６６０３-２３４９ 

０９０-６６０３-２４３８ 

０９０-６６０３-２５９１ 

応急仮設住宅 

借上げ住宅 

県営住宅 

４月１８日～３０日 

なお、住宅対策に係る「相談窓口」は下記のとおりです。 

○相談窓口専用ダイヤル：０２４－５２１－７６９８ 

            ０２４－５２１－７８６７ 

【受付時間：８時３０分から２０時００分まで】   

２ 住宅に関する情報について 
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避難所では集団生活のため、インフルエンザや感染症胃腸炎（下痢・おう

吐）などの感染症が流行する場合がありますので、以下のことに注意しまし

ょう。 

（１）食事の前、トイレの後にはこまめに手洗いやアルコール消毒（擦り込

み式）をしましょう。 

（２）咳などの症状がある方は、避難所内に流行させないため、マスクをつ

けましょう。 
※咳やくしゃみをするときは、ハンカチやティッシュで口と鼻を押さえる「咳エ

チケット」を守りましょう。 

（３）熱っぽい、のどが痛い、咳、おう吐、下痢など体調がすぐれないと 

きは、できるだけ早めに医師の診察を受けてください。 

（４）特にまわりに同じような症状の方が増えているときには、医師や保健

師、看護師、代表の方などに相談してください。 

（５）子どもや高齢者では症状が現れにくいことがあります。いつもと様子

が違う場合には、相談してください。 
 

 
 

 

 
 

生活福祉資金（緊急小口資金）の特例貸付制度のご案内です。 

○ 貸付限度額：１世帯につき１回限り原則１０万円以内 

（４人以上の世帯である場合などには２０万円以内。） 

  お住まい又は避難している市町村の社会福祉協議会が受付窓口です。 

 【お問い合わせ先】 

  福島県社会福祉協議会 生活福祉資金担当：０２４－５２３－１２５０ 

  福島県社会福祉課           ：０２４－５２１－７３２２ 

 

〈参考〉被災者の方の預金引き出し方法について 

預金通帳（証書）、印鑑、キャッシュカードをお持ちでなくても、預金者

であることを取引先金融機関で確認できれば、預金を引き出すことができま

す。詳しい内容は、取引先金融機関にお問い合わせください。 

 

 

 

３ 感染症の発生予防について 

４ 生活福祉資金について 

○インフルエンザの症状 ：38 度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など 

○感染性胃腸炎の症状  ：発熱、腹痛、おう吐、下痢など 
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地震後に、「不安で眠れない、夜中に目が覚める」、「考えがまとまらない、

何も手につかない」など、お困りごとがありましたら、下記相談窓口で、個

別にお話をお聞きしますのでご連絡ください。 

○ 精神保健福祉センター     5０５７０－０６４－５５６ 

【受付時間：９時００分から１７時００分まで（平日）】 

○ 県北保健福祉事務所      5０２４－５３４－４３００ 

○ 県中保健福祉事務所      5０２４８－７５－７８１１ 

○ 県南保健福祉事務所      5０２４８－２２－５６４９ 

○ 会津保健福祉事務所      5０２４２－２９－５２７５ 

○ 南会津保健福祉事務所      5０２４１－６３－０３０５ 

○ 相双保健福祉事務所      5０２４４－２６－１１３２ 

○ 郡山市保健所         5０２４－９２４－２１６３ 

○ いわき市保健所         5０２４６－２７－８５５７ 

    【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで（平日）】 

○ 福島いのちの電話       5０２４－５３６－４３４３ 

    【受付時間：１０時００分から２２時００分まで（土日を含む）】 

    

 
 

被災者等の方の雇用の場を緊急に確保するとともに、双葉郡８町村の役場

機能の回復を図るため、各役場が臨時職員として直接雇用します。 

（いわき市、相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村にも拡大しました。） 

○ 雇用対象者（※双葉郡８町村等以外の方も対象になります。） 

（１）東日本大震災や東京電力福島第 1原子力発電所事故により避難し、

仕事に就いていない方（ただし、休業手当又は失業給付を受けながら

雇用されることはできません。）  

（２）未就職卒業者、採用内定取り消し新卒者 

○ 雇用期間：各市町村がそれぞれ定める期間 

○ 従事していただく業務内容の例 

 ・行政機能向上のための一般事務補助、義援金の給付事務補助 

 ・避難所でのパトロール、こどもの一時預かり、学習支援 

 ・避難所生活者の入浴施設等への送迎、清掃、飲食の配膳 など 

○ 募集方法 

今後、内容が決まり次第、各市町村が避難所へのチラシの配布やハロー

ワークなどを通じて募集を行います。 

６ 緊急雇用創出基金事業を活用した避難者の雇用について 

５ こころの健康に関する相談について    
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 福島県出身の生徒又は学生であって、能力があるにもかかわらず、経済的

理由により就学困難と認められる人を対象に奨学資金を貸与しています。 

 特に、主たる家計支持者の失職、破産、死亡などによる家計急変（火災、

風水害、震災等の災害も含みます。）のため、経済的に就学困難となった高

等学校・専修学校の高等課程に在学している生徒を対象に、緊急採用募集を

随時実施しています。 

○貸与月額 国公立：自宅通学１８，０００円、自宅外通学２３，０００円 

私 立：自宅通学３０，０００円、自宅外通学３５，０００円 

○貸与期間 採用年度における１年間 

    （ただし、状況が改善しない場合は、翌年度１年間に限り延長可能） 

○利子   無利子 

○応募方法 在学する学校にある奨学生願書に必要書類を添えて、学校に応

募してください。 

【お問い合わせ先】 

    在学している学校 または 

    福島県教育庁学習指導課 電話０２４－５２１－３３６４ 

                                ０２４－５２１－３３６８ 

 
◇子どもたちへの必要な支援の情報をお寄せください。 
 

 

 

 

例えば… 

・子どもたちが勉強する机や椅子がほしい。 

・家庭教師をしてくれるボランティアの先生にきてほしい。 

・鉛筆１０００本、ノート１０００冊・クレヨン３００セットがほしい、等   

 子どもの学びや教育環境についてお求めの支援の情報をお寄せください 

  文部科学省では、子どもの学びを支援するためのホームページを開設して

います。 

 北海道から沖縄まで、既に全国各地から様々な支援の提案が寄せられてい

ます。 

  ○支援の要請の登録は、下記まで 

 【相談ダイヤル】 ０８０－２０７１－１６８８／１６８９ 

         （文部科学省専用ダイヤル：毎日１０時～１８時） 

にお電話の上、①お名前、②住所、③電話番号、 

④必要な支援の内容 をお伝えください 

【パソコン】   文部科学省子どもの学び支援ポータルサイト 

         （http://manabishien.mext.go.jp/http://manabishien.mext.go.jp/http://manabishien.mext.go.jp/http://manabishien.mext.go.jp/）をご覧いただき、 

「支援の要請」を登録してください。 

７ 福島県奨学資金について 

８ 子どもたちへの必要な支援の情報をお寄せください（文科省） 
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       （４月１９日現在） 
          

方部   一般問い合わせ用電話番号 方部   一般問い合わせ用電話番号 

南相馬市  ０２４４－２２－２１１１ 白 河 市  ０２４８－２２－１１１１ 

相 馬 市  ０２４４－３７－２１２１ 西 郷 村  ０２４８－２５－１１１１ 

広 野 町 ※ ０２４６－４３－１３３０・１３３１ 泉 崎 村  ０２４８－５３－２１１１ 

楢 葉 町 ※ ０２４２－５６－２１５５・２１５６ 中 島 村  ０２４８－５２－２１１１ 

富 岡 町 ※ ０２４－９４６－ 
８８１３・８８１５ 

３３７９・３３８０ 
矢 吹 町  ０２４８－４２－２１１１ 

川 内 村 ※ ０２４－９４６－ 
３３７５・３３７８ 

３３８２・３３８３・８８２８ 
棚 倉 町  ０２４７－３３－２１１１ 

大 熊 町 ※ ０２４２－２６－３８４４ 矢 祭 町  ０２４７－４６－３１３１ 

双 葉 町 ※ ０４８０－７３－６８８０ 塙 町  ０２４７－４３－２１１１ 

浪 江 町 ※ ０２４３－４６－４７３１ ～ ４７３５ 

県
南
管
内 

㩪 川 村  ０２４７－４９－３１１１ 

ⴱ ᑿ 村 ※ ０２４２－８３－２６５１・２６５３ ὠⱝᯇ市  ０２４２－３９－１１１１ 

᪂ ᆅ 町  ０２４４－６２－２１１１ ႐ ከ 方 市  ０２４１－２４－５２２１ 

相
双
管
内 

㣤 ⯓ 村  
０２４４－４２－１６１１䛆ᖹ᪥㛫䛾䜏䛇 

０２４４－４２－１６２６䛆㻞㻠 㛫ᑐᛂ䛇 
 ሷ ཎ 村  ０２４１－２３－３１１１ 

 い わ 䛝 市  ０２４６－２５－０５００ 西  ὠ 町  ０２４１－４５－２２１１ 

⚟ 島 市  ０２４－５３５－１１１１ ☬ Დ 町  ０２４２－７４－１２１１ 

ᮏᯇ市  ０２４３－２３－１１１１ ⊦ ⱑ ௦ 町  ０２４２－６２－２１１１ 

ఀ 㐩 市  ０２４－５７５－１１１１ ὠᆏୗ町  ０２４２－８４－１５０３ 

ᮏ ᐑ 市  ０２４３－３３－１１１１  川 村  ０２４１－２７－８８００ 

᱓ ᢡ 町  ０２４－５８２－２１１１ ᰗ ὠ 町  ０２４１－４２－２１１２ 

ᅜ ぢ 町  ０２４－５８５－２１１１ ୕ 島 町  ０２４１－４８－５５１１ 

川 ಛ 町  ０２４－５６６－２１１１ 㔠 ᒣ 町  ０２４１－５４－５１１１ 

県
北
管
内 

大 ⋢ 村  ０２４３－４８－３１３１   村  ０２４１－５７－２１１１ 

㒆 ᒣ 市  ０２４－９２４－７１１１ 

会
津
管
内 

ὠ⨾㔛町  ０２４２－５５－１１２２ 

㡲㈡川市  ０２４８－７５－１１１１ ୗ 郷 町  ０２４１－６９－１１２２ 

⏣ 村 市  ０２４７－８２－２１１１ ᷓ ᯞ ᒱ 村  ０２４１－７５－２３１１ 

㙾 ▼ 町  ０２４８－６２－２１１１ ྈ ぢ 町  ０２４１－８２－５０５０ 

ኳ ᰤ 村  ０２４８－８２－２１１１ 

南
会
津
管
内 

南  ὠ 町  ０２４１－６２－６１００ 

▼ 川 町  ０２４７－２６－２１１１   ※䛾⾲♧䛾䛒䜛町村䛿௨ୗ䛻ᙺሙᶵ⬟䛜⛣㌿䛧䛶い䜎䛩䚹 

⋢ 川 村  ０２４７－５７－３１０１ 広野町 
䠢䠠䠧䝰䝆䝳䞊䝹䝅䝇䝔䝮䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞞いわ䛝ᕤሙ♫

ᒇ内䠄いわ䛝市ᖖ☬ୖ๓䛾㔩町㇂㛗 㻝 番ᆅ䠅 

ᖹ ⏣ 村  ０２４７－５５－３１１１ 楢葉町 ὠ⨾㔛町ᮏ郷ᗇ⯋内䠄ὠ⨾㔛町Ꮠ川ཎ 㻠㻝䠅 

ὸ 川 町  ０２４７－３６－４１２１ 富岡町 䝡䝑䜾䝟䝺䝑䝖䜅䛟䛧䜎内䠄㒆ᒣ市南┠ 㻡㻞 番ᆅ䠅 

ྂ Ẋ 町  ０２４７－５３－３１１１ 川内村 䝡䝑䜾䝟䝺䝑䝖䜅䛟䛧䜎内䠄㒆ᒣ市南┠ 㻡㻞 番ᆅ䠅 

୕  町  ０２４７－６２－２１１１ 大熊町 
ὠⱝᯇ市ᙺᡤ㏣ᡭ町➨ᗇ⯋内 

㻔ὠⱝᯇ市㏣ᡭ町 㻞 番 㻠㻝 号㻕 

県
中
管
内 

ᑠ 野 町  ０２４７－７２－２１１１ 双葉町 ᪧ㥽西㧗ᰯ䠄ᇸ⋢┴ຍ㡲市㥽西 㻡㻥㻤㻙㻝䠅 

    浪江町 ᮏᯇ市ᙺᡤᮾᨭᡤ内䠄ᮏᯇ市㔪㐨Ꮠⶶୗ 㻞㻞䠅 

    ⴱᑿ村 
ὠᆏୗ町川西බẸ㤋内䠄ὠᆏୗ町大ᏐᏱ内Ꮠ

┠１１０１－８䠅 

 

市町村問市町村問市町村問市町村問いいいい合合合合わせわせわせわせඛ一ぴඛ一ぴඛ一ぴඛ一ぴ 


